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嘉麻地区堤防等周辺美化委託

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　遠賀川河川事務所長
今　井　　勝　一
福岡県直方市溝堀１丁目１－１

令和　８年　４月　７日

嘉麻市長　赤間　幸弘

¥８，９１２，９２８－

¥０－

別紙のとおり



随 意 契 約 理 由 書

１ 業 務 名 嘉麻地区堤防等周辺美化委託

２ 履 行 場 所 福岡県嘉麻市（遠賀川）

３ 随意契約の相手方 名 称 嘉麻市長 赤間 幸弘

住 所 福岡県嘉麻市岩崎１１８０番地１

電 話 ０９４８－４２－７４２８

４ 随意契約適用法令 会計法第２９条の３第４項及び

予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

５ 当該業務の目的・内容及び随意契約に付する理由

１）当該業務の目的

遠賀川の本委託区間の多くは、昔から沿川住民の生活と本河川が深く関わり合っ

てきた地域であり、現在でも住民の河川への関心は高く、日頃より定期的に河川清

掃を実施するなど、河川愛護、美化思想及び洪水等に対する防災意識も高い地域で

ある。

当事務所において水辺の楽校を整備した区間を引き続き堤防除草を中心とした河

川管理の一部作業を委託することで、実作業を行う沿川流域住民の河川に対する関

心や洪水等に対する防災意識及び河川愛護、美化思想の維持・発展を図り、地域と

一体となった河川管理の実現に寄与するものである。

２）当該業務の内容

本委託は、遠賀川水系遠賀川の災害の防止及び適正な河川を創出するため、堤防

等の除草及び美化活動を年２回以上実施するものである。

除草の時期については、１回目を５月から６月末までとし、２回目を９月下旬か

ら１１月中旬までに行うものである。

３）随意契約に付する理由

契約内容については、事前に相手方と協議し同意を得ているところであり、河川

法第９９条の規程を根拠法令とし、本業務を嘉麻市に委託するものである。

契約にあたっては、契約の相手方が一に定められ、競争性のない随意契約によら

ざるを得ないことから、会計法第２９条の３第４項並びに予決令第１０２条の４第

３号の規定に基づき、随意契約を締結するものである。

（随意契約理由書作成者）

管 理 課 長


